
福井都市計画市街化区域と市街化調整区域との区分の変更（案） 

 

計 画 書 
 

 

福井都市計画市街化区域と市街化調整区域との区分を次のとおり変更する。 

 

 

１．市街化区域および市街化調整区域の区分  

  「計画図表示のとおり」 

 

 

２．人口フレーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．工業フレーム 

 

年次 

 

区分 

令和２年 

（基準年） 

令和１２年 

（基準年の１０年後） 

都市計画区域内人口 ２４９．４ 千人 ２４７．１ 千人 

 市街化区域内人口 ２１３．０ 千人 ２１４．１ 千人 

  配分する人口 ２１３．０ 千人 ２１２．８ 千人 

   保留する人口 ０ 千人 １．３ 千人 

   （特定保留） ０ 千人 ０ 千人 

   （一般保留） ０ 千人 １．３ 千人 

 

年次 

 

区分 

令和２年 

（基準年） 

令和１２年 

（基準年の１０年後） 

都市計画区域内製造品出荷額等 ２７４，９００ 百万円 ３５７，６００ 百万円 

 



変 更 理 由 書（案） 
 

 

福井都市計画区域の区域区分（市街化区域と市街化調整区域の区分）は、昭和４５年

４月に当初決定を行い、昭和５１年８月に第１回見直し、昭和５９年２月に第２回見直

し、平成７年３月に第３回見直し、平成１６年５月に第４回見直しを行っている。 

市街化区域の編入は、概ね１０年後の人口、産業の見通しに基づき、市街地として必

要と見込まれる面積の範囲内で、計画的・一体的な開発事業の実施が確実になった段階

で、これら開発区域を市街化区域に編入することとしている。 

令和６年９月に改定した「福井都市計画区域マスタープラン」において、１０年後（令

和１２年）の製造品出荷額等が大きく増加する見込みであるため、広域交通結節点とな

る高速道路 IC周辺において、「土地利用や都市基盤整備の状況・見通し」、「周辺の営農

環境、自然環境への影響」等を勘案して、需要に応じた新たな産業拠点の形成を図るこ

とを方針として位置付けた。 

今回、北陸自動車道 福井 IC周辺において、工業立地の動向・需要の他、都市基盤の

整備状況・見通し、農業への影響、自然環境や文化財への影響等を勘案し、計画的・一

体的な産業拠点の形成に向けて、県営産業団地の整備事業が確実となり、工業用地の民

間開発も着手したことから、これらの開発区域を市街化区域に編入するものである。 

 

 

 

 

 

 



区域区分計画書（案） 新旧対照表 

 

新 「福井都市計画 市街化区域と市街化調整区域との区分の変更

（案）」 

旧 「福井都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の前回改定時

の区域区分に相当する部分 

 

 

人口フレーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業フレーム 

 

 

 

人口フレーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業フレーム 

 

 

 

 

 

 

年次 

 

区分 

平成２２年 

（基準年） 

平成３２年 

（基準年の１０年後） 

都市計画区域内人口 ２５３．０ 千人 ２４６．６ 千人 

 市街化区域内人口 ２１２．２ 千人 ２０７．３ 千人 

  配分する人口 ２１２．２ 千人 ２０７．３ 千人 

   保留する人口 ０ 千人 ０ 千人 

   （特定保留） ０ 千人 ０ 千人 

   （一般保留） ０ 千人 ０ 千人 

 

年次 

 

区分 

令和２年 

（基準年） 

令和１２年 

（基準年の１０年後） 

都市計画区域内人口 ２４９．４ 千人 ２４７．１ 千人 

 市街化区域内人口 ２１３．０ 千人 ２１２．８ 千人 

  配分する人口 ２１３．０ 千人 ２１２．８ 千人 

   保留する人口 ０ 千人 １．３ 千人 

   （特定保留） ０ 千人 ０ 千人 

   （一般保留） ０ 千人 １．３ 千人 

 

 

年次 

 

区分 

令和２年 

（基準年） 

令和１２年 

（基準年の１０年後） 

都市計画区域内製造品出荷額等 ２７４．９００ 百万円 ３５７．６００ 百万円 

 

年次 

 

区分 

平成２２年 

（基準年） 

平成３２年 

（基準年の１０年後） 

おおむねの製造品出荷額等 ３６４，４００ 百万円 ３５４，３００ 百万円 

※行政区域全体の製造品出荷額等 



（案）



（案）


